
 

 

 

 
 

このトップページに戻るには 

『Alt＋←』キー 

質の高い学校教育のための環境の充実Ⅵ 

 

１「 」について 

・埼玉県学力・学習状況調査の結果から把握した、子供たちの学 

力を伸ばしている先生方が行う授業等の映像資料 

 

『優れた指導法』について知りたい！ 
 

２ について 

・前年度に「優秀な教職員の表彰」を受けた教職員による授業 

公開 

『優秀な教職員の授業』について知りたい！

 

３「ＩＣＴの効果的な活用」について 

・文科省の統計等 

・県の ICT活用実践事例集等 

・事務所の学力向上に関する効果的な取り組み事例等 

『ICTの活用法』について知りたい！ 
 

４「 」について 

・【参考資料】教科書に関する資料 

『教科書採択』について知りたい！ 

 

５「教職員の不祥事防止」について 

（１）不祥事防止研修プログラム 

（２）教育長メッセージ 

（３）懲戒処分の基準 

（４）埼玉県教育委員会・教職員不祥事根絶 

ポータルサイト 

『教職員の不祥事防止』について知りたい！ 
 

６「働き方改革の推進」について 

（１）市町村立小中学校における働き方改革推進 

に向けた取組 

（２）公立学校の教師の勤務時間の上限に関する 

ガイドライン 

（３）小・中学校における働き方改革「取組事例集」 

『働き方改革』について知りたい！ 

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/121861/syoutyuugakkouhatarakikatazireisyuu.pdf


 

 

Ⅵ 質の高い学校教育のための環境の充実 

１ 優れた指導技術の共有・普及（映像資料） 

   埼玉県県教育委員会では、令和元年度から、埼玉県学力・学習状況調査の結果から

把握した、子供たちの学力を伸ばしている先生方が行う授業等の映像資料を作成して

いる。 

 
 

 

 

 

 

 【視聴方法】 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

□優れた指導技術の共有・普及（映像資料）（埼玉県立総合教育センター） 

 

 ２ 「優秀な教職員（はつらつ教職員・れんたつ教職員）」の授業公開  

  埼玉県教育委員会では、教員の指導力の向上を図ることをねらいとし、前年度に「優

秀な教職員の表彰」を受けた教職員による授業公開を実施している。 
   
  ①実施時期等について ６月から１月（原則として午後に開催） 

  ②教科や会場について  

   義務教育指導課のサイトで確認すること 

   ができる。 

   ※毎年、５月下旬 

    にアップロード 

    予定 

 

サイトのログイン 
ＩＤ・ＰＳＷは、 
５月発出の通知参照 

https://ecsweb.center.spec.ed.jp/gimushi/
https://ecsweb.center.spec.ed.jp/gimushi/


 

 

 ３ ＩＣＴの効果的な活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活用に係る事例一覧 今後も随時、更新予定 

「調査・統計」「管理」「学習指導」に分けて事例の紹介をしています。 

調査・統計 

見る 

学校における教育の情報化の 
実態等に関する調査結果（文部科学省） 

見る 

校務系・学習系ネットワークの連
携に関する実証研究事業（文部科学省） 

 
管理 

見る 

教育情報セキュリティポリシー
に関するガイドライン（文部科学省） 

 
管理 

見る 

ＳｔｕＤＸ Ｓｔｙｌｅ 
（文部科学省特設サイト） 

見る 

ＩＣＴ活用レシピ（小・中） 
（総合教育センター） 

見る 

県ＩＣＴ活用実践事例集 
（ＩＣＴ教育推進課） 

学習指導 

見る 

学力向上に関する効果的な取組
事例（東部教育事務所） 

見る 

各教科等の指導におけるＩＣＴ
の活用に関する解説動画（文部科学省） 

見る 

学習者用デジタル教科書の活用によ

る指導力向上ガイドブック（文部科学省） 

学習指導 学習指導 

学習指導 学習指導 

ＩＣＴの効果的な 

活用事例 

学習指導 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/1287351.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/mext_02292.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1397369.htm
https://www.mext.go.jp/studxstyle/
https://ecsweb.center.spec.ed.jp/ictcasestudies/?action=cabinet_action_main_download&block_id=18&room_id=1&cabinet_id=3&file_id=19&upload_id=53
https://ecsweb.center.spec.ed.jp/saitamaictepd/page_20230327014801/page_20230330063545
https://www.pref.saitama.lg.jp/g2204/koukateki-jirei.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/mext_00941.html
https://www.mext.go.jp/content/20230907_mxt_kyokasyo02_20230911_1.pdf


 

 

４ 教科書採択に係るガイドライン及びリーフレットの周知徹底と活用について 

 □埼玉県では平成２８年度、教科書採択の公正性・透明性を高める観点から、教科書 

  採択に係るガイドラインを策定した。 

 □教科書採択の公正性・透明性を高め、市町教育委員会、市町教育委員会事務局職員 

及び教職員一人一人が、ガイドライン及びリーフレットの内容を踏まえて行動する 

  よう、周知徹底と活用をお願いしている。 

   【参考資料】教科書に関する資料（教科書無償給与・教科書採択等）（埼玉県教育委員会） 

 

 

５ 教職員の不祥事防止 

 □不祥事防止研修プログラム「未来を育てる 私たちの使命と誇り ～不祥事根絶を目       

指して～」（令和 7 年 3 月 21 日更新） 

    □教育長メッセージ「誇りと責任 －教育の未来を守るために－」 

    ＜教育長メッセージより（令和 7 年 3 月 21 日）＞ 

  ・決して許されない行為 -児童生徒への深刻な影響- 

  ・やるべきことをやる、やってはならないことをやらない -凡事徹底- 

  ・あなたが守ること、みんなで守ること -未来を担う子供たちのために- 

  □懲戒処分の基準（令和 6 年１月 1 日施行） 

  □埼玉県教育委員会・教職員不祥事根絶ポータルサイト  
 
  
６ 働き方改革の推進について 

  □市町村立小中学校における働き方改革推進に向けた取組 
（埼玉県教育委員会） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pref.saitama.lg.jp/f2214/902-2009128-94.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/e2201/fusyouji-boushi/program.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/e2201/fusyouji-boushi/program.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/190518/re8-070321.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/143496/051201choukaishobunkijyn.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/e2201/fusyouji-boushi/main6.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/f2213/hutankeigen.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/e2201/fusyouji-boushi/program.html


 

 

□公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン（文部科学省） 

在校等時間の超過勤務の上限を原則１か月当たり：４５時間以内 

勤務時間の上限の目安：１年当たり３６０時間以内 

 

□小・中学校における働き方改革「取組事例集」（埼玉県教育委員会） 

 ・市町村教育委員会訪問や学校訪問等で提供のあった好事例を中心

に紹介 

＜紹介例 一部抜粋＞ 

・各学期末に１週間、朝の活動をなくすとともに、放課後に会議を 

入れない日課を定め、事務処理の時間を確保した。 

・毎週水曜日（ノー残業デー）の日課を変更し、原則、放課後の部 

活動や会議を廃止し執務時間を確保した。 

・定期テストの回数を１回減らし、授業中に単元テストを実施した。 

・会議資料は、パソコン画面で確認し、資料の印刷・製本の手間を

省いた。 

・学年内の交換授業を行い、担当する教科数を減少させた。 

・職員会議などの会議における協議事項の削減や時間の制限（質問のみ、報告のみと分類） 

 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/hatarakikata/1412983.htm
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/121861/syoutyuugakkouhatarakikatazireisyuu.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/121861/syoutyuugakkouhatarakikatazireisyuu.pdf

